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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の毛髪を線状部材で折り返して配置し、
　前記折り返された複数本の毛髪に対し、前記線状部材で折り返した状態のまま形状保持
処理を施すことによって、ネット状のかつらベースに対する結着部分が植設後に開きにく
く前記毛髪の直立性を維持するように前記複数本の毛髪の折り返し部分に小ループを形成
し、
　前記複数本の毛髪のそれぞれを前記折り返し部分において前記かつらベースに結着する
、
　ことを特徴とするかつらの製造方法。
【請求項２】
　前記線状部材で折り返された前記複数本の毛髪を、前記線状部材とともに巻き付け芯の
外周面に巻き付け、
　前記複数本の毛髪に対し、前記巻き付け芯に巻き付けた状態のまま形状保持処理を施す
ことによって、前記複数本の毛髪にカールを形成すると共に、ネット状のかつらベースに
対する結着部分が植設後に開きにくく前記毛髪の直立性を維持するように前記複数本の毛
髪の折り返し部分に前記小ループを形成し、
　前記複数本の毛髪のそれぞれを前記折り返し部分において前記かつらベースに結着する
、
　ことを特徴とする請求項１記載のかつらの製造方法。
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【請求項３】
　前記複数本の毛髪を前記巻き付け芯に巻き付けるときには、前記複数本の毛髪を先端側
から前記巻き付け芯に巻き付け、前記複数本の毛髪の前記折り返し部分と、前記複数本の
毛髪のうち前記折り返し部分よりも先に巻き付けた部分との間に、前記折り返し部分から
前記先に巻き付けた部分への形状の転写を抑制する転写抑制シートを挿入することを特徴
とする請求項２記載のかつらの製造方法。
【請求項４】
　前記巻き付け芯は、第１の巻き付け芯と、第２の巻き付け芯とを含み、
　前記複数本の毛髪を前記巻き付け芯に巻き付けるときには、前記複数本の毛髪を先端側
から該毛髪の長さ方向の途中部分まで前記第１の巻き付け芯に巻き付け、残りの部分を前
記第２の巻き付け芯に１周未満巻き付けることを特徴とする請求項２記載のかつらの製造
方法。
【請求項５】
　前記第２の巻き付け芯は、外周面の１周の長さが前記第１の巻き付け芯よりも短いこと
を特徴とする請求項４記載のかつらの製造方法。
【請求項６】
　前記形状保持処理は、加熱処理であり、
　前記線状部材の材料は、スチール又は銅である、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項記載のかつらの製造方法。
【請求項７】
　前記線状部材で折り返された前記複数本の毛髪を、前記線状部材とともに前記巻き付け
芯の前記外周面に巻き付けた後、前記線状部材の両端を前記巻き付け芯の内側に曲げ込む
ことにより、前記線状部材の位置を位置決めすることを特徴とする請求項２から請求項５
のいずれか１項記載のかつらの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、かつらのかつらベースに植設されるかつら用毛髪の製造方法と、かつらの製
造方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フィラメントにより編成されるかつらベースに対して、かぎ針等を用いて毛髪を
括り付けて縛る簡単な結着による方法が知られている。
　また、フィラメントにより編成されるかつらベースに対する毛髪の結着方法として、複
数種類の方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、フィラメントにより編成されるかつらベースに対して、かぎ針等を用いて毛髪を
括り付けて縛ることで結着した後、毛髪の結び目部分または根元部分に接着剤等を塗布し
て固定する方法が知られている。
【０００４】
　ところで、実際の人の毛髪は直毛に限られないため、かつらの毛髪にもカールを形成す
ることがある（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１３２０７２号公報
【特許文献２】特開平７－２２９００９号公報
【特許文献３】特許第４７５６６９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　毛髪を括りつけて縛る上記の簡単な結着による方法は、時間の経過とともに結び目が開
いて解けてくる場合がある。また、植毛した毛髪の結び目は回転可能なため、毛髪が固定
されず、毛流れも維持できない。これらの理由から、毛髪の直立性が悪い（毛髪が倒れ易
い）。
【０００７】
　また、上記のように複数種類の結着方法が知られているが、いずれの方法によっても、
毛髪を直立させるためには結び方が複雑となる。これにより、作業に手間がかかる上に、
結び目が大きくなるため外観が悪くなる。
【０００８】
　また、毛髪の結び目部分または根元部分に接着剤等を塗布して固定する上記の方法は、
毛髪を直立させる効果が一時的なものであり、使用とともに効果は失われる。また、作業
に手間がかかる上に、手触り感が悪い（根元が硬い感触）、毛髪及びかつらベースの耐久
性が悪くなる（接着剤等で固めることで、毛髪・かつらベースが切れやすくなる）などの
問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、簡単な結着で毛髪の直立性を確保することができる、かつら用毛髪の
製造方法及びかつらの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のかつら用毛髪の製造方法は、複数本の毛髪を線状部材で折り返して配置し、上
記折り返された複数本の毛髪に対し、上記線状部材で折り返した状態のまま形状保持処理
を施すことによって、上記複数本の毛髪の折り返し部分に小ループを形成する。
【００１１】
　また、上記かつら用毛髪の製造方法において、上記線状部材で折り返された上記複数本
の毛髪を、上記線状部材とともに巻き付け芯の外周面に巻き付け、上記複数本の毛髪に対
し、上記巻き付け芯に巻き付けた状態のまま形状保持処理を施すことによって、上記複数
本の毛髪にカールを形成すると共に上記複数本の毛髪の折り返し部分に上記小ループを形
成するようにしてもよい。
【００１２】
　また、上記かつら用毛髪の製造方法において、上記複数本の毛髪を上記巻き付け芯に巻
き付けるときには、上記複数本の毛髪を先端側から上記巻き付け芯に巻き付け、上記複数
本の毛髪の上記折り返し部分と、上記複数本の毛髪のうち上記折り返し部分よりも先に巻
き付けた部分との間に、上記折り返し部分から上記先に巻き付けた部分への形状の転写を
抑制する転写抑制シートを挿入するようにしてもよい。
【００１３】
　また、上記かつら用毛髪の製造方法において、上記巻き付け芯は、第１の巻き付け芯と
、第２の巻き付け芯とを含み、上記複数本の毛髪を上記巻き付け芯に巻き付けるときには
、上記複数本の毛髪を先端側からこの毛髪の長さ方向の途中部分まで上記第１の巻き付け
芯に巻き付け、残りの部分を上記第２の巻き付け芯に１周未満巻き付けるようにしてもよ
い。
【００１４】
　また、上記かつら用毛髪の製造方法において、上記第２の巻き付け芯は、外周面の１周
の長さが上記第１の巻き付け芯よりも短いようにしてもよい。
　また、上記かつら用毛髪の製造方法において、上記複数本の毛髪を上記巻き付け芯に巻
き付けるときには、上記複数本の毛髪を先端側からこの毛髪の長さ方向の途中部分まで上
記巻き付け芯に巻き付け、残りの部分を上記巻き付け芯よりも小径で円筒形状又は円柱形
状の小径芯の外周面に１周未満巻き付けるようにしてもよい。
【００１５】
　また、上記かつら用毛髪の製造方法において、上記形状保持処理は、加熱処理であるよ
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うにしてもよい。
　本発明のかつらの製造方法は、上記かつら用毛髪の製造方法により製造された毛髪を、
上記折り返し部分においてネット状のかつらベースに結着する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡単な結着で毛髪の直立性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説明
図である。
【図２Ａ】本発明の第１の実施の形態に係るかつらの製造方法を説明するためのかつらの
一部を一方側から見た斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の第１の実施の形態に係るかつらの製造方法を説明するためのかつらの
一部を他方側から見た斜視図である。
【図３Ａ】比較例に係るかつらの一部を一方側から見た斜視図である。
【図３Ｂ】比較例に係るかつらの一部を他方側から見た斜視図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説明
図（その１）である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説明
図（その２）である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説明
図（その３）である。
【図７】転写抑制シートを省略した変形例を示す断面図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説明
図（その４）である。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説明
図（その１）である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説
明図（その２）である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説
明図（その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法及びかつらの製造方法につい
て、図面を参照しながら説明する。
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明するための説
明図である。
【００１９】
　まず、図１に示すように、複数本の毛髪２が、線状部材の一例であるスチール線１１で
折り返されて配置される。
　スチール線１１は、例えば、直径１ｍｍの断面円形状を呈する。なお、スチール線１１
は、毛髪２に後述する小ループ（図２Ａ及び図２Ｂの折り返し部分２ａ参照）を形成する
ために用いられるものであり、例えば、径（断面楕円形状の場合には長辺，断面多角形状
の場合には最大となる部分の幅）が０．１ｍｍ～１ｃｍの範囲であることが望ましい。な
お、かつらベース３に対して多数の毛髪２を一度に結着する場合には、毛髪２を結着する
のに必要とする小ループの径が１本の毛髪２を結着する場合よりも大きくなることがある
。その場合には、太いスチール線１１を使用するとよい。
【００２０】
　線状部材は、スチール製（スチール線１１）でなくとも、銅など他の材料であってもよ



(5) JP 5918543 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

いが、後述する形状保持処理を加熱処理により行う場合には、伝熱性の良好な材料からな
ることが望ましい。
【００２１】
　毛髪２の折り返し部分２ａは、例えば、毛髪２の長さ方向の中央であり、複数本の毛髪
２の先端２ｂである両端は、一列に揃っている。詳しくは後述するが、毛髪２は、折り返
し部分２ａにおいてネット状のかつらベース３（図２Ａ及び図２Ｂ参照）に結着により植
設され、１本の毛髪２の折り返し部分２ａを挟んだ両側がかつらベース３から延び出るこ
とになる。そのため、折り返し部分２ａを挟んだ両側の長さを不均等にする場合には、毛
髪２の折り返し部分２ａは、長さ方向の中央ではなく両端の一方側にずれた位置となる。
【００２２】
　次に、毛髪２は、スチール線１１で折り返された状態のまま、少なくとも折り返し部分
２ａに形状保持処理を施されることによって、毛髪２の折り返し部分２ａに図２Ａ及び図
２Ｂに示すスチール線１１による小ループが形成される。
【００２３】
　形状保持処理としては、例えば、加熱処理、パーマ液や保護剤などの薬剤による処理が
挙げられる。加熱処理を行う場合には、例えば、カールペーパー、布などによって、毛髪
２の少なくとも折り返し部分とスチール線１１とを覆うとよい。
【００２４】
　加熱処理の温度は、毛髪２が人毛であるときには８０℃～１２０℃程度の温度でスチー
ム処理を併用することが望ましい。また、加熱処理の温度は、毛髪２が人工毛髪（合成繊
維）であるときには、塩化ビニル系繊維なら８０℃～１００℃程度、アクリル系繊維なら
９０℃～１００℃程度、ポリエステル系繊維なら１００℃～１６０℃程度とすることが望
ましい。
【００２５】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本実施の形態に係るかつらの製造方法を説明するためのかつら１
の一部を一方側及び他方側から見た斜視図である。
　図２Ａ及び図２Ｂに示すように、上述のように製造された毛髪２は、折り返し部分２ａ
においてネット状のかつらベース３に植設される。これにより、かつら１が製造される。
【００２６】
　ここで、毛髪２は、上述のとおり、折り返し部分２ａに小ループが形成されているため
、毛髪２の結着部分（折り返し部分２ａ）が植設後に開きにくく、毛髪２の直立性（根元
部分の毛の立つ力）を維持することができる。
【００２７】
　一方、図３Ａ及び図３Ｂに示す比較例に係るかつら１０１のように、小ループが形成さ
れていない毛髪１０２がかつらベース１０３に植設される場合、図３Ｂに示すように結着
部分１０２ａが植設後に開く。これにより、毛髪１０２を縛る（固定する）力が弱まり、
毛髪１０２の直立性が失われる。
【００２８】
　以上説明した第１の実施の形態のかつら用毛髪の製造方法は、複数本の毛髪２をスチー
ル線（線状部材）１１で折り返して配置し、折り返された複数本の毛髪２に対し、スチー
ル線１１で折り返した状態のまま形状保持処理を施すことによって、複数本の毛髪２の折
り返し部分２ａに小ループを形成する。そのため、折り返し部分２ａの小ループによって
、毛髪２の結着部分（折り返し部分２ａ）が結着後に開きにくく、毛髪２の直立性（根元
部分の毛の立つ力）を維持することができる。よって、本実施の形態によれば、簡単な結
着で毛髪２の直立性を確保することができる。
【００２９】
　また、本実施の形態のかつら用毛髪の製造方法では、形状保持処理は、加熱処理である
。そのため、パーマ液などの薬剤を用いるよりも簡単な作業で毛髪の直立性を確保するこ
とができる。
【００３０】
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　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態では、形状保持処理は、毛髪２をスチール線１１で折り返して配置した後
、毛髪２を巻き付け芯１２に巻き付けた状態で施される。以下、毛髪２が第１の実施の形
態で説明したようにスチール線１１で折り返して配置されたところから説明する。
【００３１】
　図４に示すように、スチール線１１で折り返された複数本の毛髪２が、スチール線１１
とともに巻き付け芯１２の外周面１２ａに巻き付けられる。
　巻き付け芯１２は、円筒形状を呈するが、例えば、円柱形状などの他の形状であっても
よい。巻き付け芯１２の直径は、カールの大きさを決定することになるため、かつらのヘ
アスタイルに合わせて設定すればよいが、本実施の形態では、毛髪２を例えば１周以上巻
き付けられる大きさであることが望ましい。巻き付け芯１２の材質は、例えば、アルミで
あるが、特に限定されない。
【００３２】
　毛髪２を巻き付け芯１２に巻き付けるときには、毛髪２が緩まないように毛髪２が張っ
た状態で行うとよい。また、毛髪２を巻き付け芯１２に巻き付けるときには、毛髪２は、
ドライ状態でもよいが、ウェット状態（例えば、若干湿り気を含ませた状態）の方が確実
に巻き付けることが可能となる。
【００３３】
　本実施の形態では、毛髪２は、全長に亘って巻き付け芯１２に巻き付けられる。また、
毛髪２を巻き付け芯１２に巻き付けるときには、折り返し部分２ａ側、すなわちスチール
線１１側から巻き付けることも可能ではあるが、先端２ｂから巻き付けることが望ましい
。
【００３４】
　図５及び図６に示すように、複数本の毛髪２の折り返し部分２ａと、折り返し部分より
も先に巻き付けた部分との間には、転写抑制シート１３が挿入されることが望ましい。こ
の転写抑制シート１３は、折り返し部分２ａから先に巻き付けた部分への形状の転写を抑
制する。
【００３５】
　転写抑制シート１３は、例えば、スポンジ、不織布、紙などからなるが、折り返し部分
２ａから先に巻き付けた部分への形状の転写を少なからず抑制することができるものであ
れば、材料及び厚さは特に限定されない。
【００３６】
　図７（転写抑制シートを省略した変形例を示す断面図）に示すように、転写抑制シート
１３を省略してもよい。例えば、先に巻き付けた部分への形状の転写が生じにくいような
場合、転写抑制シート１３を省略するとよい。
【００３７】
　毛髪２を巻き付け芯１２に巻き付けた後には、図８に示すように、スチール線１１の両
端１１ａを巻き付け芯１２の内側に曲げ込むことにより、スチール線１１の位置、ひいて
は毛髪２の位置を位置決めするとよい。毛髪２の位置決めを行うのは、後述する形状保持
処理を行うときのためである。
【００３８】
　次に、毛髪２は、巻き付け芯１２に巻き付けられた状態のまま上述の形状保持処理を施
されることによって、毛髪２に巻き付け芯１２によるカールが形成されると共に毛髪２の
折り返し部分２ａに図２Ａ及び図２Ｂに示すスチール線１１による小ループが形成される
。なお、毛髪２を上記のドライ状態としている場合には、加熱処理で毛髪２とスチール線
１１と巻き付け芯１２との全体を覆うカールペーパーや布に水分を含ませてもよい。
【００３９】
　毛髪２のかつらベース３に対する結着については上述の第１の実施の形態と同様である
が、毛髪２をかつらベース３に結着する際には、形成されたカールの方向が所望の髪型を
構成するように、毛髪２の向きが決定されるとよい。
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【００４０】
　以上説明した第２の実施の形態のかつら用毛髪の製造方法によっても、上述の第１の実
施の形態と同様の点については同様の効果、すなわち、簡単な結着で毛髪２の直立性を確
保することができるなどの効果を得ることができる。
【００４１】
　また、本実施の形態のかつら用毛髪の製造方法は、複数本の毛髪２をスチール線（線状
部材）１１で折り返して配置し、折り返された複数本の毛髪２を、スチール線１１ととも
に巻き付け芯１２の外周面１２ａに巻き付け、複数本の毛髪２に対し、巻き付け芯１２に
巻き付けた状態のまま形状保持処理を施すことによって、複数本の毛髪２にカールを形成
すると共に複数本の毛髪２の折り返し部分２ａに小ループを形成する。そのため、折り返
し部分２ａの小ループによって、毛髪２の結着部分（折り返し部分２ａ）が植設後に開き
にくく、毛髪２の直立性（根元部分の毛の立つ力）を維持することができる。また、毛髪
２にカールを形成する際に、合わせて小ループを形成することができる。よって、本実施
の形態によれば、簡単な結着で毛髪２の直立性を確保することができると共に、簡単な作
業で毛髪２に小ループを形成することができる。
【００４２】
　また、本実施の形態のかつら用毛髪の製造方法は、複数本の毛髪２を巻き付け芯１２に
巻き付けるときには、複数本の毛髪２を先端２ｂ側から巻き付け芯２ａに巻き付け、複数
本の毛髪２の折り返し部分２ａと、複数本の毛髪２のうち折り返し部分２ａよりも先に巻
き付けた部分との間に、折り返し部分２ａから先に巻き付けた部分への形状の転写を抑制
する転写抑制シート１３を挿入する。
【００４３】
　＜第３の実施の形態＞
　図９～図１１は、本発明の第３の実施の形態に係るかつら用毛髪の製造方法を説明する
ための説明図である。
【００４４】
　本実施の形態では、毛髪２を第１の巻き付け芯２２及び第２の巻き付け芯２３の２本に
巻き付ける点において上述の第２の実施の形態と主に相違し、その他の点は同様である。
そのため、重複する説明は省略する。
【００４５】
　図９に示すように、スチール線２１で折り返された複数本の毛髪２は、図示しない先端
側から長さ方向の途中部分まで第１の巻き付け芯２２に巻き付けられる。
　そして、図１０及び図１１に示すように、毛髪２の残りの部分が第２の巻き付け芯２３
の外周面に１周未満巻き付けられる。なお、毛髪２は、第１の巻き付け芯２２に対しては
例えば１周以上巻き付けられる。
【００４６】
　第２の巻き付け芯２３の外周面２３ａの１周の長さは，第１の巻き付け芯２２の外周面
２２ａの１周の長さよりも短い。第１の巻き付け芯２２及び第２の巻き付け芯２３は、第
２の実施の形態で述べた巻き付け芯１２と同様に円筒形状を呈する。
【００４７】
　毛髪２は、第２の巻き付け芯２３に対して、巻き付け開始位置２ｃから巻き付け終了位
置である折り返し部分２ａまで、例えば１８０°である角度θ１に亘って巻き付けられる
。この角度θ１は、毛髪２の折り返し部分２ａ（後の結着部分）近傍に、指向性を付与す
るカールを形成するものであり、この点では、角度θ１は、９０°～２７０°であること
がより望ましい。
【００４８】
　また、毛髪２は、第１の巻き付け芯２２及び第２の巻き付け芯２３に対して、互いに同
一の方向に巻き付けられる（図１１では時計回り）。これにより、毛髪２に内巻きのカー
ルを形成することができる。なお、毛髪２を、第１の巻き付け芯２２及び第２の巻き付け
芯２３に対して、互いに反対方向に巻き付けると、毛髪２に外巻きのカールを形成するこ
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【００４９】
　なお、毛髪２の第１の巻き付け芯２２の巻き付け終了位置２ｄと、第２の巻き付け芯２
３の巻き付け開始位置２ｃと、第２の巻き付け芯２３の巻き付け終了位置（折り返し部分
２ａ）とがなす角度θ２は、９０°となっている。
【００５０】
　毛髪２を第１の巻き付け芯２２及び第２の巻き付け芯２３に巻き付けた後には、例えば
、スチール線２１の両端を上述の第２の実施の形態と同様に第２の巻き付け芯２３の内側
に曲げ込むことにより、毛髪２の位置を位置決めしてもよい。
【００５１】
　その後、毛髪２は、第１の巻き付け芯２２及び第２の巻き付け芯２３に巻き付けられた
状態のまま形状保持処理を施されることによって、毛髪２に大小のカール（第１の巻き付
け芯２２による大カール及び第２の巻き付け芯２３による小カール）が形成されると共に
毛髪２の折り返し部分２ａにスチール線１１により小ループが形成される。
【００５２】
　そして、上述の第１の実施の形態と同様に、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、製造され
た毛髪２が、折り返し部分２ａにおいてネット状のかつらベース３に植設される。これに
より、かつら１が製造される。
【００５３】
　以上説明した第３の実施の形態のかつら用毛髪の製造方法によっても、上述の第１及び
第２の実施の形態と同様の点については同様の効果、すなわち、簡単な結着で毛髪２の直
立性を確保することができるなどの効果を得ることができる。
【００５４】
　また、本実施の形態のかつら用毛髪の製造方法は、複数本の毛髪２を先端側から毛髪２
の長さ方向の途中部分まで第１の巻き付け芯２２に巻き付け、残りの部分を第２の巻き付
け芯２２に１周未満巻き付ける。また、本実施の形態では、第２の巻き付け芯２３は、外
周面２３ａの１周の長さが第１の巻き付け芯２２の外周面２２ａの１周の長さよりも短い
。
そのため、小ループに加えて、例えば小カールである指向性を付与するカールを含む２つ
のカールを形成することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　　　かつら
　　２　　　毛髪
　　　２ａ　　　折り返し部分
　　　２ｂ　　　先端
　　　２ｃ　　　第２の巻き付け芯２３の巻き付け開始位置
　　　２ｄ　　　第１の巻き付け芯２２の巻き付け終了位置
　　３　　　かつらベース
　１１　　　スチール線
　　１１ａ　　　両端
　１２　　　巻き付け芯
　　１２ａ　　　外周面
　１３　　　転写抑制シート
　２１　　　スチール線
　２２　　　第１の巻き付け芯
　　２２ａ　　　外周面
　２３　　　第２の巻き付け芯
　　２３ａ　　　外周面
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【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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